
学校再開に向けたガイドライン 

令和 2年 5月 15 日 

兵庫県薬剤師会 

（1）換気 

・可能な限り、窓は常に開け、休み時間は窓とドアを全開にする 

・天候等により難しい場合は、1 時間に 1回（5～10分）窓とドアを全開にする 

・廊下側と屋外側の窓を開け、空気の流れを作る 

 

（2）学校施設の消毒 

・施設の消毒には 0.05％次亜塩素酸ナトリウムを使用(別紙参照) 

・放課後、児童生徒が触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ、水道の蛇口、掃除用具の

持ち手、便座、流水レバーなど）を消毒※1 

・可能な限り、午前の授業終了後やグループワーク後に机を消毒※1 

※1日本薬剤師会は最低 1回、できれば朝と給食前の 1日 2回以上の消毒を推奨 

・消毒の手順 

① 十分に清掃する 

② 0.05%次亜塩素酸ナトリウムをペーパータオル等に浸し、拭く 

③ 5分ほど待つ 

④ 水拭き 

※注意事項 

●十分に換気する 

●手袋、マスク、保護メガネ等を着用する（皮膚を傷めたり、失明の恐れがある） 

●噴霧は絶対にしない（ウイルスが飛散、呼吸器に異常をきたす） 

●次亜塩素酸ナトリウムの希釈液は 1回で使い切り、翌日に残さない（分解されやすい） 

 ●購入から 3 年以上経過しているものは、使用をすすめない 

 ●金属製品、繊維製品、木工製品などに使用すると、腐食や変色する場合がある 

 

（3）手指の消毒 

・基本的には、石けんと流水で手洗い 

・手洗いができない場合、アルコールで消毒 

・外から教室等に入る時やトイレの後、給食（昼食）の前後など、こまめに手を洗う 

※注意事項 

●手指用の消毒液は補助的に用いるもので、手洗いを徹底することで十分効果がある 

●次亜塩素酸ナトリウムで手指を消毒しない 

 



（4）授業 

・可能な限り、座席間は 1ｍ以上離す、交互に着席 

・机の向きは対面を回避 

・音楽は合唱、楽器演奏の集団活動を回避 

・可能な限り、体育は屋外で実施 

 

（5）給食 

・可能な限り、配食は教職員が行う 

・配食を行う児童生徒及び教職員は、下痢・発熱・腹痛・嘔吐等の症状の有無、衛生的な服

装をしているか、手指は確実に洗浄したか等、給食当番活動が可能であるかを毎日点検 

・適切でないと認められる場合は給食当番を代える 

・児童生徒全員の食事前の手洗いを徹底 

・配食当番の児童生徒のマスクを着用 

・会食事の会話は控え、対面での着席を回避 

 

（6）次亜塩素酸水 

・現在、医薬品として認められていない 

・塩酸または食塩水を電気分解して製造したものは、食品添加物※2 

・次亜塩素酸ナトリウムと酸を混合して製造したものは、雑貨※3 

・日本薬剤師会は次亜塩素酸水の使用は推奨していない 

・「現時点では明確な有効性は示されていないということで、厚生労働省としては、新型コ

ロナウイルス感染症に関しては推奨してございません。」（第 201 回国会 衆議院 消費

者問題に関する特別委員会 第 3号 令和 2年 4月 2日） 

・「現時点においては、手指の消毒に活用することについての有効性が確認されていない」

（衆議院議員早稲田夕季君提出次亜塩素酸水を手指の消毒に活用することに関する質問

に対する答弁書 内閣衆質二〇一第一四七号 令和二年四月十日） 

※2 電気分解法で生成した次亜塩素酸水は、経産省の要請で（独）製品評価技術基盤機構が

新型コロナウイルスを用いた検証試験を始めており、今後、有効性が認められる可能性があ

る（2020年 5 月 1日 経済産業省 ニュースリリース 消毒方法の有効性評価について、途中

経過をお知らせします） 

※3 次亜塩素酸ナトリウムと酸を混合した製品の原料は食品添加物である場合が多く、製品

自体は食品添加物として認められていない 

 

（7）二酸化塩素 

・「現時点では明確な有効性は示されていないということで、厚生労働省としては、新型コ

ロナウイルス感染症に関しては推奨してございません。」（第 201 回国会 衆議院 消費



者問題に関する特別委員会 第 3号 令和 2年 4月 2日） 

 

（8）飲料水 

・長期間、水道を使用していないため十分に放水する 

・末端水栓での遊離残留塩素の確認を実施 

・ウォータークーラーの使用は控える 

 

（9）その他 

※注意事項 

●空間除菌や低濃度アルコール製剤などは有効性が示されていない 

●効果のないものを使用すると、本来必要な感染防護策がおろそかになる 

●教育現場で根拠が不十分なものを使用することは避ける 








